
 

大田市告示第１３号 

 

大田市口座振替収納事務等取扱要綱（平成１７年大田市告示第１０号）

の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月４日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

第２条中第１１号から第１３号までを削り、第１４号を第１１号とし、

第１５号を第１２号とする。 

第４条第１項中「第１５号」を「第１２号」に改める。 

第４条の２の次に次の１条を加える。 

第４条の３ 第２条第１号から第１２号までの歳入の振替納付を依頼し、

変更しようとする者は、利用申込みに係る受付から承諾までをインター

ネットを経由し完了させるサービス（以下「Ｗｅｂ口座振替受付サービ

ス」という。）を利用することができる。ただし、Ｗｅｂ口座振替受付

サービス利用対象の取扱金融機関（以下「Ｗｅｂ受付利用対象金融機関

」という。）の準備が整った歳入に限る。 

２ 前項の利用については、Ｗｅｂ受付利用対象金融機関に申し込まなけ

ればならない。 

３ 市長は、当該Ｗｅｂ口座振替受付サービスに関する事務の一部を、市

長が適当と認める事業者（以下「委託事業者」という。）に委託できる

ものとする。 

４ Ｗｅｂ口座振替受付サービスによる申込手続を受けたＷｅｂ受付利用

対象金融機関及び委託事業者は、口座情報及び受付結果等の引継情報を

市に送信しなければならない。 

第５条中「又は、前条第２項」を「、第４条の２第１項」に改め、「提

出のあった」を「提出又は前条第４項のＷｅｂ口座振替受付サービスの申

込手続による引継情報の送信を受けた」に改める。 

第６条第１項中「又は」を削り、「振替依頼書２」の次に「又は第４条

の３のＷｅｂ口座振替受付サービスの申込み」を加え、同条第２項中「電

磁的記録媒体又は」を削る。 

第７条中「、電磁的記録媒体に記録されている金額」を削る。 



 

第８条中「電磁的記録媒体又は」を削る。 

第９条及び第１０条中「、電磁的記録媒体」を削る。 

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 



 

大田市口座振替依頼書       金融機関保管用（１／３） 
 

私は、下記の指定口座から口座振替の方法により市税等を納付したい 

ので、裏面の事項を確認のうえ依頼します。 
申込日        年    月    日 

種目 

コード 

 
新規  変更  解約  

166    166    176 

納付義務者 

 

税・保険料等を 

納付される方 

お と こ ろ 

             
日中ご連絡先電話番号   携帯   会社   自宅               －               －           

フ リ ガ ナ  生  年  月  日 

お な ま え 

          

※国民健康保険料は、世帯主の氏名を記入してください。 

明治   大正   昭和   平成     
年     月     日 

金融機関名 

山陰合同銀行    島根県農業協同組合    島根中央信用金庫   
島根銀行    中国労働金庫    ＪＦしまね漁協  

本店   支 店    
支所   出張所  

指 

定 

口 

座 

口 座 

名義人 

フ リ ガ ナ  

届 出 印 

 

お な ま え  

銀行等 

金 融 機 関 コ ー ド 店 番 号 預 金 種 別 口 座 番 号 （ ７桁 右づめ ） 
金 融 機 関 で 記 入 

普通 当座 
納税

準備        

※ ①簡易水道料金の対象は、「三瓶町多根・野城 、富山町の入石 、大代町の柿田・本郷 、仁摩町大国の上野」 地区です。 それ以外は水道料金となります。  

対 象 科 目 開 始 時 期 備 考 

１ 簡易水道料金 （簡易給水施設使用料）  年     月分から ◆お客様番号 ＝ 

２ 軽自動車税 年 １ 回       年度から ※納税義務者が所有する全車両が、対象となります。 

３ 市県民税（普通徴収） 全期 各期  年度     期分から ※全期および各期に指定がない場合は、各期になります。 
   

※固定資産税 

共有名義がある場合は、 

納付義務者の欄に、共有名義の氏名を記入してください。 

例 ： 「 大田太郎 大田花子 」 「 大田太郎 外１名 」 

４ 固定資産税 全期 各期  年度     期分から 

５ 国民健康保険料 全期 各期  年度     期分から 

６ 後期高齢者医療保険料 全期 各期  年度     期分から 

７ 介護保険料  年度     期分から ◆被保険者番号 ＝ 

８ 老人保護措置費負担金  年     月分から  

９ 保育園（所）保育料 

公立保育園(所)副食費 
  年     月分から  

１０ 教職員住宅使用料 

教職員駐車場使用料 
 年     月分から  

 
１１ 市営住宅使用料 （市営、特公賃、公社賃貸）  年     月分から ※駐車場使用料、共益費を含む。 

１２ 市営駐車場使用料  年     月分から  

振替先口座名義 ＝ 大田市会計管理者   
 

金融機関 

使 用 欄 

検 印 印鑑照合 受付印  

 

不 備 返 却 事 由 

   

１．取引なし 

２．種目相違 
３．口座番号相違 

４．名義人相違 

５．印鑑相違 
６．その他（                ） 

 

 

様式第1号（第4条関係） 

取扱店 

日付印 



 

大田市口座振替申込書       大田市保管用（２／３） 
 

私は、下記の指定口座から口座振替の方法により市税等を納付したい 

ので、請求書を下記の金融機関へ送付してください。  
申込日       年    月    日 

種目 

コード 

 
新規  変更  解約  

166    166    176 

納付義務者 

 

税・保険料等を 

納付される方 

お と こ ろ 

             
日中ご連絡先電話番号   携帯   会社   自宅               －               －           

フ リ ガ ナ  生  年  月  日 

お な ま え 

          

※国民健康保険料は、世帯主の氏名を記入してください。 

明治   大正   昭和   平成     
年     月     日 

金融機関名 

山陰合同銀行    島根県農業協同組合    島根中央信用金庫   
島根銀行    中国労働金庫    ＪＦしまね漁協  

本店   支 店    
支所   出張所  

指 

定 

口 

座 

口 座 

名義人 

フ リ ガ ナ  

届 出 印 

 

お な ま え  

銀行等 

金 融 機 関 コ ー ド 店 番 号 預 金 種 別 口 座 番 号 （ ７桁 右づめ ） 
金 融 機 関 で 記 入 

普通 当座 
納税

準備        

※ ①簡易水道料金の対象は、「三瓶町多根・野城 、富山町の入石 、大代町の柿田・本郷 、仁摩町大国の上野」 地区です。 それ以外は水道料金となります。 

    対 象 科 目 開 始 時 期 備 考 

１ 簡易水道料金 （簡易給水施設使用料）  年     月分から ◆お客様番号 ＝ 

２ 軽自動車税 年 １ 回       年度から ※納税義務者が所有する全車両が、対象となります。 

３ 市県民税（普通徴収） 全期 各期  年度     期分から ※全期および各期に指定がない場合は、各期になります。 
   

※固定資産税 

共有名義がある場合は、 

納付義務者の欄に、共有名義の氏名を記入してください。 

例 ： 「 大田太郎 大田花子 」 「 大田太郎 外１名 」 

４ 固定資産税 全期 各期  年度     期分から 

５ 国民健康保険料 全期 各期  年度     期分から 

６ 後期高齢者医療保険料 全期 各期  年度     期分から 

７ 介護保険料  年度     期分から ◆被保険者番号 ＝ 

８ 老人保護措置費負担金  年     月分から  

９ 保育園（所）保育料 

公立保育園(所)副食費 
  年     月分から  

１０ 教職員住宅使用料 

教職員駐車場使用料 
 年     月分から  

 
１１ 市営住宅使用料 （市営、特公賃、公社賃貸）  年     月分から ※駐車場使用料、共益費を含む。 

１２ 市営駐車場使用料  年     月分から  

振替先口座名義 ＝ 大田市会計管理者   
 

上記の口座振替について、承諾したので申込書を送付します。 

    年   月    日 

金融機関名 

 

大田市長 様 

 

 大田市 

担当者 

処理欄 

入力 確認   

    

 

様式第2号（第4条関係） 

取扱店 

日付印 



 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


